[bookmark: _Hlk34662339]別記第3号様式（第4条関係）
興部町町営住宅賃貸借契約書（案）

賃貸人　興部町（以下『賃貸人』という）と賃借人　　　　　　（以下『賃借人』という）との間に興部町公営住宅設置及び管理条例を準用し町営住宅の賃貸借について、次の条項により契約を締結する。

	住宅の所在地
	

	町営住宅
	

	家賃月額
	



第１条公営住宅法及び興部町公営住宅設置及び管理条例に定めるものの他、この契約の定めるところによる。
第２条賃借人の賃借する住宅及び家賃は、上記のとおりとする。
第３条賃借人の家賃は、その当月分を毎月25日までに興部町指定金融機関又は出納代理金融機関に納入するものとする。
第４条　賃貸借期間は、　年　月　日より　年　月　日までとする。但し、期間満了に際し、賃貸人、賃借人協議のうえ更新することができる。
第５条　賃借人は前条の期間中であっても、興部町公営住宅設置及び管理条例（以下『条例』という。）第42条第1項の各号に該当し、住宅の明渡し請求を受けたときは、直ちにその指示に従うものとする。
２　前項の請求を受けたことによる移転費用及び賠償等の請求をすることができない。
第６条　第4条の期間中に家賃の変更決定をうけたときは、賃借人はこれに応ずるものとする。
第７条　入居許可した家族に異動が生じた場合は、必ず別記様式により届け出るものとする。
第８条　賃借人は、住宅を他人に転貸又は他人に権利を譲渡することができない。
第９条　賃借人がこの契約に違反したときは、催告その他の手続きを経ないで解約するものとする。
第10条　賃借人は家賃を滞納したときは、何等の手続きを経ないで直ちに強制執行の処分を受けても異議のないことを承諾する。
第11条　賃借人の責めに帰すべき事由によって、当該住宅に修繕の必要が生じたときは、賃貸人の指示に従い修繕又はその費用を負担するものとする。
第12条　賃借人は当該住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
第13条　この契約に定めのない事項については、賃貸人、賃借人協議して定めるものとする。

この契約の証として、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。




　　年　　月　　日


賃貸人　　　　興部町
住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　印



賃借人　　　
住所　紋別郡興部町

氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
